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タイトル 

特定健診に関する相談専用のコールセンターを設置 

内 容 

三木市では、特定健診受診率の向上を目的として、三木市国民健康保険に加

入されている方を対象に、電話による受診勧奨を行います。 

電話による受診勧奨の実施にあたり、特定健診に関する皆さまの疑問にお答

えするための専用コールセンターを設置します。 

「特定健診はなぜ受診しないといけないの？」、「特定健診を受診すると何が

分かるの？」、「費用はいくらかかるの？」、「申込みの手続きはどうすればいい

の？」など、特定健診についてお知りになりたいことがありましたら、お気軽

にお電話ください。 

 

1 特定健診相談専用コールセンター 0120－966－308 

2 設置期間 令和 4年 9月 5日（月）～12月 23日（金） 

3 相談受付内容 

・特定健診の内容（検査項目） 

・特定健診の実施日、実施医療機関 

・特定健診に関する費用、申込みの方法 など 

 

※特定健診以外（ワクチン接種に関するご相談など）の相談はできませんの

で、ご了承ください。 

セールスポイント 

三木市国民健康保険に加入されている方への特定健診受診勧奨を実施するに

あたり、相談専用のコールセンターを設置します。 

特定健診に関する疑問や不安に思われていることを解消していただき、一人

でも多くの方に特定健診を受診していただきたいと考えています。 

専門のスタッフがお答えしますので、お気軽にお電話ください。 

 


